
74   相 続 税

（１）  被相続人の数及び取得財産価額

取得財産価額 取得財産価額

人 千円 人 千円

550 43,851,828 1,034 38,997,815

352 6,290,014 785 681,326

991 87,888,443 生 命 保 険 金 等 261 7,775,236

199 1,362,446 退 職 金 及 び 功 労 金 等 90 4,221,617

259 7,847,249 立 木 74 154,732

実 1,002 147,239,981 そ の 他 900 15,449,359

小 計 実 938 27,600,944

952 12,398,510

実 1,040 252,996,595

219 466,154

52 184,274 -           -               

64 993,033 973 24,628,332

107 497,416 1,006 2,540,023

実 272 2,140,877 実 1,038 27,168,355

235 7,804,024 実 1,040 225,828,240

690 10,921,073

188 3,245,465 191 1,912,927

投 資

貸 付 実 1,040 227,739,837

実 799 23,937,143

調査対象等 ： 「5-2 (1) 人員、課税価格及び税額」参照

（２）　相続税の種類別取得財産価額（構成図）

５－３   相  続  財  産  種  類  別 

商品、製品、半製品、原材料、農産物等

そ の 他 の 土 地

田（耕作権及び永小作権を含む。）

畑（耕作権及び永小作権を含む。）

被相続人の数財 産 等 の 種 類

そ

の

他

の

財

産

合 計

売 掛 金

相 続 時 精 算 課 税 適 用 財 産 価 額

債 務

被相続人の数

現 金 、 預 貯 金 等

家 庭 用 財 産

財 産 等 の 種 類

信 託 受 益 証 券

同 上 以 外 の 株 式 及 び 出 資

そ の 他 の 財 産

小 計

小 計

公 債 及 び 社 債

小 計

特 定 同 族会 社の 株式 及び 出資

機 械 器 具 、 農 耕 具 、 じ ゅ う 器、 備品

家 屋 、 構 築 物

土

地

宅 地 （ 借 地 権 を 含 む 。 ）

山 林

事

業

農

業

用

財

産

有

価

証

券

198

葬 式 費 用

差 引 純 資 産 価 額

課 税 価 格

加算贈与財産価額（暦年課税分）

1,966,580

合 計

田・畑
19.8%

山林・その他の土地
3.7%

宅地
34.7%

事業（農業）用財産
0.8%

土地
58.2%

家屋、構築物
4.9%

現金、預金等
15.4％

取得財産価額
2,530億円

家庭用財産、
その他の財産

11.2％

有価証券
9.5％
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